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1.はじめに：ゲーム産業の発展と eスポーツ
　e スポーツは，コンピューターゲームを使った対戦
を競技として捉える際の名称，と定義されるが（1），コ
ンピューターゲームのジャンルとしてのスポーツゲー
ムの歴史は長い。「ポン（PONG）」（1972 年）は，二
人のプレイヤーのそれぞれが，つまみを回す操作をす
ることでパドルを上下に動かして互いにボールを打ち
合う，という対戦型のゲームであるが，業務用のビデ
オゲームとして世界で初めて商業的に成功したとされ
る（2）（3）。ただ，シンプルな操作体系であるがゆえに，
同様のコンセプトのゲームが多数発売されることにな
り，著作権や特許権による争いも多数発生することと
なる。
　対戦型のゲームは，その後も様々なジャンルでゲー
ムタイトルがリリースされ，対戦を行う環境が整い，
対戦を盛り上げる大会が運営され，対戦プレイを配信
する環境が整っていくにつれて，現在の e スポーツの
発展へとつながっていったといえる。
　本稿では，「対戦ゲーム」の流れを振り返りつつ，

日本における法的課題への取り組みも参照しつつ，知
財がどう関わっていったかを振り返る。

2�.日本における「対戦ゲーム」の流れとゲーム
を支える技術

　本稿執筆時点で，様々なゲームタイトルが e スポー
ツとしてプレイされている。一般社団法人日本 e ス
ポーツ連合（JeSU）に掲載されているゲームタイト
ル（4）を見ると，ゲームタイトルのシリーズ自体は
1990 年代からリリースされているものも多く，実に
10～20 年近くにわたってシリーズの続編が登場し続
けており，この間，新たにゲームプレイを始めたプレ
イヤーもいれば，ゲームプレイ自体はしなくなったが
対戦プレイの配信を視聴するプレイヤーもいることが
わかる。
　「ストリートファイター」シリーズ（カプコン社）
は，対戦型格闘ゲームというジャンルを確立させた
ゲームタイトルであるといえる。本稿執筆時点では

「ストリートファイター V チャンピオンエディショ
ン」が登場しているが，対戦型格闘ゲームのブームと
なった「ストリートファイター 2」は，1991 年にアー
ケードゲームとして登場している。後に 3D 格闘ゲー
ムが登場することとなるが，「ストリートファイター
2」が登場した時点で 2D 格闘ゲームとしての基本的
な操作体系は出来上がっていたといえる。
　「鉄拳」シリーズ（バンダイナムコ社）は，3D 格闘
ゲームとして登場した。特に，「鉄拳 3」（1997 年）
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で，レバーを上か下に入力することで画面の奥や手前
へと移動する「横移動」システムが追加され，3 次元
仮想空間で 3D モデルのキャラクターを移動させる自
由度が高まった。「横移動」で敵キャラクターの攻撃
を回避するという，3D 格闘ゲームならではの戦い方
を実現することとなった。当時のゲームシステムで
は，キャラクター同士を対戦させる空間に壁が存在せ
ず無限に広いフィールドでキャラクターを操作するも
のであり，プレイヤー同士の対戦を促すために，キャ
ラクターを操作する自由度を高めつつも，プレイヤー
の対戦スタイルが消極的になり過ぎないようにする工
夫も見られる。例えば，特許第 3990074 号（1999 年 6
月 29 日出願）は，プレイヤーがキャラクターにバッ
クダッシュを行わせる，などの所定の行動の実行回数
が多くなると，「チキンマーク」を表示する，という
もので，実際のシリーズタイトルにも「チキンマー
ク」が表示されるものがある。

　以降のシリーズタイトルでは，「チキンマーク」の
表示をすることは特に引き継がれなかったが，キャラ
クターを対戦させる空間に壁が登場する。対戦時に，
キャラクターが壁に追いつめられると被ダメージの期
待値が大きくなるなど不利に働くことが多くなるた
め，横移動により壁に対するキャラクターの位置取り
をすることも重要になるなど，2D 格闘ゲームとは異
なるゲーム性を持つこととなった。

特許第 3990074 号（図 5）

　このように 2D 格闘ゲームの「ストリートファイ
ターシリーズ」と，3D 格闘ゲームの「鉄拳シリーズ」
は，操作体系が異なり，ゲーム性も異なる方向で進化
することとなった。

　2000 年代になると，ブロードバンドと称して一般
家庭にもネットワーク通信のインフラが徐々に普及し
ていく。アーケードゲームの分野でもネットワーク対
応が進み，プレイヤーが IC カードを筐体に挿入して
ゲームプレイをすることで，対戦成績などを保存でき
るものが普及していく。さらに，店内にモニターを設
置して，過去に記録された対戦のリプレイを再生する
ことも行われつつあり，各地で行われる対戦プレイの
内容が共有されていく土壌ができつつあった（5）。2000
年代は，この他にも，カードを盤面に設置することで
対戦ゲームを進行させる技術が開発されている。特許
第 3736440 号（2001 年 11 月 27 日出願）は，カード
を盤面に設置して，カードに記録された情報を読み
取ってゲームを進行させる技術を記載したものであ
る。後に「三国志大戦」（2005 年より稼働開始）が
ヒットするなど，オンライン対戦ゲームの土壌もでき
つつあった。

3�.e スポーツの世界的な盛り上がり，日本にお
ける eスポーツに関する法的課題への取組み

　世界的には e スポーツの大会が大きな盛り上がりを
見せている。エナジードリンク・ブランドのレッドブ
ルがゲームトーナメントを開催するなど，世界的なブ
ランドを冠したトーナメントも行われているほか，
ゲームメーカーによるトーナメントも行われている。

特許第 3736440 号（図 2）
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　e スポーツの大会に参加するプレイヤーの国籍も幅
広い。近年では，EVO JAPAN という国際的な大会
で，“彗星のごとく” 現れたパキスタンのプレイヤー
が強豪を抑えて優勝をするなど（7），e スポーツが世界
的に広がりが大きいことを示しているといえそうで
ある。
　一方，日本でも，e スポーツに関する法的課題につ
いて関係各省庁との検討が進んでいる。従前，e ス
ポーツの大会を賞金制にして開催しようとすると，景
品表示法上の規制が事業者に対して不本意に適用され
てしまうのではないか，などの懸念があった。これに
ついては JeSU による消費者庁へのノーアクションレ
ターの提出により（8），消費者庁からの回答が得られて
おり，賞金制の大会を開く上での法的課題が整理され
てきている状況であるといえる。今後は日本でも e ス
ポーツの大会がより多く開かれていくのではないかと
期待される。
　また，e スポーツの盛り上がりが期待されているの
は，興行的な側面もある e スポーツの大会の開催に留
まらず，様々な周辺の市場・産業への経済効果が見込
まれていることも背景にある（9）。

4.eスポーツと知財
　本稿では，ここまで，日本における対戦型ゲームの
流れとゲームを支える技術について，一部ではあるが

紹介してきた。もちろん，対戦型格闘ゲームの他にも，
スポーツゲーム，パズルゲーム，MOBA（Multiplayer 
online battle arena）など他のゲームジャンルで e ス
ポーツとして盛り上がっているゲームタイトルもあ
る。これらの中には，スマートフォンゲームとして始
まったゲームタイトルもあり，リリースから 10 年も
経過していないものもあるが，一方で，対戦格闘ゲー
ムのようにシリーズとして 20 年以上が経過している
ものもある。
　e スポーツを盛り上げるうえで，プロプレイヤーの
対戦を視聴する層を増やすことも重要であるが，実際
に対戦を行うプレイヤーの裾野を広げていくことも重
要となる。上述した「ストリートファイターシリー
ズ」や「鉄拳シリーズ」は，対戦格闘ゲームという広
い概念では共通しているものの，2D 格闘ゲームと 3D
格闘ゲームとでは操作体系もゲーム性も異なり，それ
ほどプレイヤー間の重なりがなさそうなものもある。
　実際，プロプレイヤーは，2D 格闘ゲームまたは 3D
格闘ゲームの両方でプロとして活動するよりは，いず
れかをプレイしている例が多い。そうすると，格闘
ゲームのプレイヤーの裾野を広げていくうえでのさら
なる工夫が必要となる。そこで，知財が活用される形
で，より格闘ゲームコミュニティ全体を盛り上げよう
という試みがされている。それは，3D 格闘ゲームの

「鉄拳シリーズ」に，2D 格闘ゲームの「ストリート

日本の eスポーツの発展に向けて～更なる市場成長，社会的意義の観点から～
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ファイターシリーズ」のキャラクターである「豪鬼」
が参戦する，というものである（10）。もともと「鉄拳
シリーズ」と「ストリートファイターシリーズ」とが
コラボした作品自体は作られていたが（「ストリート
ファイター X 鉄拳」），3D 格闘ゲームに「豪鬼」が参
戦する形となっており，「鉄拳シリーズ」の世界観に
フィットさせつつ，2D のようにキャラクターを操作
できるようにしている。つまり，2D 格闘ゲームのプ
レイヤーが 3D 格闘ゲームをプレイするための媒介と
なるのが「豪鬼」というキャラクターである，とい
え，2D 格闘ゲームのプレイヤーと 3D 格闘ゲームの
プレイヤーが互いに交流するきっかけにもなる，とい
える。
　そして，「ストリートファイターシリーズ」の「豪
鬼」が参戦するにあたり，バンダイナムコ社側が格闘
ゲーム関連の特許を提供した，とプロデューサーによ
り語られており，両社が格闘ゲーム業界を盛り上げる
という目的で互いの知財を活用した例ともいえる。同
プロデューサーの説明では，“プラクティスモードで
入力履歴をリアルタイム表示する” 技術が提供され
た，とある。どの特許が提供されたかは明らかにはさ

れていないが，プラクティスモードに関連する特許と
しては，特許第 3618454 号（1996 年 3 月 6 日出願，
キャラクターの操作手順を表示させるもの），特許第
3153761 号（1996 年 3 月 6 日出願）などがあり，ゲー
ムタイトルのシリーズ作品が開発されるに伴って実装
された機能であることがわかる。また，これ以降につ
いても株式会社カプコンと株式会社バンダイナムコエ
ンターテインメントとの特許クロスライセンスの締結
が発表されるなど（11），ゲーム業界の更なる活性化を
掲げて知財の活用がされている。

5.今後の方向性
　以上のように，e スポーツという語が定着する以前
から，ゲームコミュニティを盛り上げようと，対戦会
などを開催してきた経緯があった。また，必ずしも対
戦型のゲームに限らず，一人用として想定されるゲー
ムについても，そのプレイ内容がエンターテイメント
として成り立つ可能性がある。プロゲーマーとして世
界的に著名なウメハラ氏が主催するイベント “獣道
III” では，様々なゲームタイトルにおけるトッププレ
イヤーを集結させて勝ち負けを決める，といったコン
セプトで設計されており，格闘ゲームジャンル以外に
シューティングゲーム「バトルガレッガ」のハイスコ
アチャレンジが配信された（12）。ゲームタイトル自体
は 1990 年代にリリースされたものであるが，現在に
おいてもゲームプレイに取り組む姿勢がエンターテイ
メントとして成立する可能性を示唆するものであると
いえ，今後，シューティングゲームの分野など一人用
のゲームにも e スポーツの発展が起きる可能性がある
といえる。
　e スポーツとして盛り上がると，プレイ動画が視聴
されることとなり，ゲームタイトル自体が継続して
ユーザーにプレイされることとなる。知財の観点とし
ては，ゲームシステム関連の特許を確保しておくこと
が重要となるといえる。本稿執筆時点では，ゲーム業
界における知財高裁判決として，直近では拒絶査定不
服審判に対する審決取消訴訟の判決文（令和 1（行ケ）
10085）が出ており，特許庁の判断が知財高裁で覆っ
ている事例もある（13）。
　判決文によると，「ゲームの性格に関わる重要な相
違点であって，単にルール上の取決めにすぎないとの
理由で容易想到性を肯定することはできない」と説示
され，「相違点に係る構成が『ゲーム上の取決めにす特許第 3618454 号（図 1）
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ぎない』として，他の公知技術等を用いた論理付けを
示さないまま容易想到と判断することは，相当でな
い」との判断が示されている。判決の対象となった特
許出願は，ゲームの操作体系にかかわるものである。
本稿執筆時点では，知財高裁の判決がされた段階であ
り，判決の対象となった特許権の有効性については引
き続き特許庁側での判断がされる見込みであるが，
ゲームの性格に関わる特許権を成立させることが重要
であることを表している，といえる。
　さらに，e スポーツの成長とともに，e スポーツに
関連する市場も成長していくことが期待されており，
様々な事業者が関わってくる。この中で知財の関わり
も重要になってくると見込まれる。
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